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 地方公共団体が設置する公の施設の管理については、平成 15 年 6 月に地方自治法の一

部改正（同年 9 月施行）により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と

経費の節減を図ることを目的に「指定管理者制度」が創設されたところです。 

 津山市では、公の施設である「津山市地域づくりサポートセンター」の管理業務につい

ても、設置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入することとし、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項、津山市地域づくりサポートセン

ター条例（平成 29 年津山市条例第 22 号）及び津山市公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例（平成 17 年津山市条例第 100 号）第 2 条の規定に基づき、津山市地域

づくりサポートセンターの指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

 (1) 施設の名称 

 津山市地域づくりサポートセンター（以下「センター」という。） 

 (2) 所在地 

 津山市大田９２０番地 

 (3) 施設の設置目的、役割等 

     地域住民と協働の地域づくりを実現するため、地域の課題解決に主体的に取組む

活動及び市民活動の支援及び促進を図るための拠点施設として設置する。 

 (4) 開館日 

平成３０年１０月 開館 

 (5) 施設の概要  延床面積 60.9㎡ 

          施設内容 

           ・交流スペース（40.8㎡） 

           ・事務室（20.1㎡） 

 

 （参考）津山市リージョンセンター全体の概要 

   施設の概要 延床面積 1,672㎡      

         施設内容 

          ・ペンタホール    ・第１研修室 

     ・第２研修室     ・第３研修室      

・交流プラザ     ・地域づくりサポートセンター 

          ・その他（事務室、給湯室、自動販売機） 

 

２ センターの管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、地域住民と協働の地域づくりを実現するため、地域の課題解決に向

けて住民が主体となって取り組む地域づくり活動及び市民活動を支援することを主な

目的として設置された施設であることを理解し、以下の各号に掲げる点に留意して管

理運営を行うこと。 

(1) 利用者が利用しやすい施設であるよう、施設や設備の状況、利用者への対応などに

常に注意を払い、サービスの向上に努めること。 

(2) 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。 

(3) 個人情報の保護を徹底すること。 

(4) 津山市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の公平な利用に供するよう管 
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 理運営を行うこと。 

(5) 効果的かつ効率的な管理運営に努め、念頭の目的が達成されるよう取り計らうとと 

もに、経費の削減にも努めること。 

 

３ 指定管理者が行う管理業務の基準 

   別紙「仕様書」のとおり 

  

４ 指定管理者が行う業務等 

 (1) センターの維持管理に関する業務 

 (2) センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務 

 (3) センターを利用する者（以下「利用者」という。）の利便性を向上させるために必

要な業務 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみが行う

ことのできる権限に関する事務を除く業務 

(5) その他別紙「仕様書」に定めるとおり 

※１ 包括的再委託の禁止 

指定管理者が行う管理業務全般を一括して、他のものに再委託することはできま

せんが、一部の業務については、市との協議の上、専門の事業者に委託することが

できます。 

 

５ 指定の期間 

   平成３０年１０月１日から平成３３年３月３１日までの２年６ヵ月間。 

   ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことが

あります。 

 

６ 管理に要する経費 

   センターの管理に要する経費は、自主事業の収入、並びに市が支払う指定管理料に

よって賄うこととします。 

このうち、指定期間中に市が支払う指定管理料の額は、下記に定める基準価格の範

囲内で応募団体から提案を求めます。 

なお、市からの指定管理料の支払方法については、市と指定管理者が協議し、双方

で締結する協定書で定めます。 

 

基準価格  １０，０００千円（消費税及び地方消費税含む） 

（平成３０年度：２，０００千円） 

（平成３１年度：４，０００千円） 

（平成３２年度：４，０００千円） 

 ※１ 基準価格を超える提案があった場合には失格となりますので、ご注意ください。 

 ※２ 管理に要する費用が管理料等の総収入を上回った場合も、市が特別な事情がある

と認めない限り、補填は行いませんのでご留意願います。 

 

７ 保険への加入 

   施設等に対する保険については、市が「建物総合損害共済」（全国市有物件災害共
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済会）及び「市民総合賠償補償保険」（全国市長会）に加入しています。 

その他施設管理運営上必要な保険については、指定管理者が加入してください。 

 

８ 応募資格 

   次に該当する法人その他の団体は、応募資格がありません。ただし本施設は非公募

とします。 

(1) 団体又はその代表者が、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者。 

  (2) 代表者、役員又はその使用人が、刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容

疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日

から２年を経過しない者。 

  (3) 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条

又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日

から２年を経過しない者。 

  (4) 団体又はその代表者が、指定管理者として行う業務に関連する法規に違反すると

して関係機関から認定された日から２年を経過しない者。 

  (5) 団体又はその代表者が、所得税、法人税、消費税及び市税等を滞納している者、

正当な理由なくこれらの税に係る申告を行っていない者又は正当な理由なく個人

住民税の特別徴収を行っていない者。 

  (6) 次に掲げる団体。 

① 暴力団（津山市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

② 代表者又は役員が暴力団員等（津山市暴力団排除条例第２条第３号に規定する

暴力団員等をいう。）である団体 

③ 暴力団又は暴力団員等が、経営に実質的に関与している団体 

④ 暴力団員（津山市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）

であることを知りながら、その者を雇用・使用している団体 

⑤ 代表者又は役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有して 

いる団体 

(7)現地説明会に参加していない者。 

 ※ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意してく

ださい。 

① 代表団体を選出し、市とのやり取りについては代表団体が行うこと。 

  ② 申請書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。 

  ③ 11提出書類(4)～(9)については、参加者それぞれについて提出すること。 

  ④ 一申請者一提案 

    申請については、一申請者につき一提案に限ります。また、グループの構成員は

他のグループの構成員となり又は単独で申請することはできません。 

    また、代表団体は８応募資格(1)～(7)のすべてを満たすことが必要です。 

ただし、その他の構成員については市内に事業所を有する必要がありません。 

 

９ 現地説明会の実施 

  現地説明会を、次により開催します。 

 (1)開催日時  平成３０年１月１７日(水) 午後１時３０分から ※予定 

 (2)開催場所  津山市リージョンセンター 

 (3)参加申込  現地説明会参加申込書（様式第５号）により必要事項を記入の上、Ｆ
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ＡＸ（0868-32-2152）又は電子メール（kyoudou@city.tsuyama.ig.jp）

で、平成３０年１月１２日（金）午後５時までに申し込んでください。 

               電話等口頭では一切受け付けません。 

 ※現地説明会への参加は、指定管理者申請時の応募資格要件となっています。 

 

10 質問の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

 (1) 受付期間  平成３０年１月１７日（水）～１月２３日（火）午後５時まで 

 (2) 受付方法  質問書（様式第６号）により、ＦＡＸ（0868-32-2152）又は電子メー

ル（kyoudou@city.tsuyama.lg.jp）で提出してください。 

         電話等口頭では一切受け付けません。 

(3) 回答方法  質問者には、ＦＡＸ又は電子メールで、１月２６日（金）までに回答

します。 

 

11 提出書類 

   申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。 

   なお、市が必要と認める場合は，追加資料を求めることがあります。 

 (1) 指定管理者指定申請書・・・・・様式第１号     

 (2) 事業計画書・・・・・・・・・・様式第２号     

 (3) 収支予算書・・・・・・・・・・様式第３号     

 (4) 欠格事由に該当しない申立書・・様式第４号     

 (5) 申請者の概要、沿革                

(6) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類    

 (7) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本       

 (8) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他の

団体の財務状況を明らかにする書類          

 (9) 納税証明書等                                     

 (10)その他 

  ① グループで申請する場合は、グループの構成員表及び協定書（構成員の代表団体、

役割分担、代金請求・受領団体等を明らかにした書類） 

  ② その他市長が必要と認める書類    

          

12 申請書類の提出 

 (1) 提出先   〒708-8501 津山市山北５２０ 

津山市地域振興部協働推進室（津山市役所３階） 

         電話 0868-32-2032（直通番号） 

 (2) 提出期間  平成３０年１月１７日（水）～２月１９日（月）までの日（市の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとします。 

   ※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。 

   ※ 電子メール、ＦＡＸでの提出は認めません。 

 (3) 提出部数  原本１部、副本５部 

         （すべて書類をＡ４版で統一すること。副本は複写可とします。） 

 (4) 提出書類の扱い 
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① 提出書類はお返しできません。 

  ② 提出された書類は、必要に応じて複写します。（使用は市役所内及び審査委員会で

の検討に限ります。） 

  ③ 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 

13 選定方法 

 (1) 指定管理者審査委員会において、各委員が次の審査要領に沿って、それぞれ審査し

た評価点の合計が一定水準以上の評価点（６０％以上）を獲得できた場合に、当該団

体を審査委員会の選定意見とし、最終的に市において選定します。 

 (2) 審査基準と配点 

審査項目 審査内容 配点 

運営経費に関する事項 ・提案価格 10 

申請団体に関する事項 

・経済的に安定しているか 

・同種の施設管理業務、又は市民活動や地域づくり活動

に関する支援委託業務の実績はあるか 

10 

管理運営に関する事項 

・当該施設の設置目的、趣旨、管理運営の内容を把握し

ているか 

・施設や設備の維持管理計画は適切か 

・日常の警備及び事故防止、防災に関する対策は適切か 

・緊急時の連絡体制、役割分担等の取り決めは適切か 

・個人情報の保護に関する制度を理解し、体制を整備し

ているか 

・情報公開に関する制度を理解しているか 

20 

事業実施に関する事項 

・事業計画の内容が、具体的・現実的であり、かつ、創

意工夫が見られるか 

・施設の利用を促進させる方策（宣伝、広報等）がとら

れているか 

・利用者等の要望、意見等を迅速に反映させる方策がと

られているか 

・サービス全般について定期的に評価し、改善に結びつ

ける方策があるか 

・収支計画は事業計画との整合性が図られており、かつ、

実現可能性はあるか 

・効率的な運営が工夫されているか 

30 

サービス提供体制に 

関する事項 

・地域づくり活動や市民活動の支援に関して、知識や経

験を有した人員を配置しているか 

・職員の育成・研修体制は講じられているか 

・平等な利用の確保のための方策は十分か 

・トラブル、苦情処理に適切に対応できるか 

20 

その他 
・地域や関係団体との連携に対し、積極的で具体的な方

策があるか 
10 

合計 100 
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14 申請に要する経費 

   申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とします。 

 

15 無効又は失格 

   本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となる

ことがあります。 

  ① 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき 

  ② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  ③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  ④ 虚偽の内容が記載されているもの 

  ⑤ その他、審査委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるも

の 

 

16 審査委員会 

   平成３０年２月２３日（金）（予定）に実施します。 

   申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお

願いします。 

   時間、場所については後日連絡します。 

 

17 選定結果等の公表 

   応募状況については、申請した団体の名称については公表します。 

選定結果については、申請者に文書で通知するとともに、市のホームページ上で公

表します。 

 

18 指定管理者の決定 

   ① 指定管理者は平成３０年６月津山市議会の議決を経て指定されます。 

   ② 市と指定管理者との協定は、議会議決後に効力を有します。 

 

19 留意事項 

  ① 指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が８応

募資格に掲げる要件を欠くことになったとき、又は財務状況の悪化等により事業の

履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定

管理者としてふさわしくないと認められるときは、協定を締結しない又は協定を解

除し、指定管理者の指定を行わないことがあります。 

  ② 指定管理者の指定後に、指定管理者が８応募資格に掲げる要件を欠くことになっ

たとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、

若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認め

られるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止

を命じることができるものとします。 

 

20 今後のスケジュール（予定） 

 (1) 募集期間    平成３０年１月４日（木）～２月１９日（月） 

 (2) 現地説明会   平成３０年１月１７日（水）午後１時３０分から 
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 (3) 質問の受付   平成３０年１月１７日（水）～１月２３日（火） 

  (4) 質問の回答期限    平成３０年１月２６日（金） 

 (5) 申請受付期間     平成３０年１月１７日（水）～２月１９日（月） 

 (6) 審査委員会   平成３０年２月２３日（金）（予定） 

 (7) ヒアリング   審査委員会に併せて実施 

 (8) 選定結果の通知   平成３０年３月上旬（予定） 

 (9) 協定の締結   平成３０年３月下旬（予定） 

 

21 添付資料・様式 

 (1) 指定管理者指定申請書・・・・・・様式第１号 

(2) 事業計画書・・・・・・・・・・・様式第２号 

 (3) 収支予算書・・・・・・・・・・・様式第３号 

 (4) 欠格事由に該当しない申立書・・・様式第４号 

 (5) 現地説明会参加申込書・・・・・・様式第５号 

 (6) 質問書・・・・・・・・・・・・・様式第６号 

  (7) 津山市地域づくりサポートセンター仕様書 

 (8) 建物平面図 

   

 

 

 問合せ先 

 津山市地域振興部協働推進室（担当：石田） 

TEL：0868-32-2032 FAX：0868-32-2152 

Mail：kyoudou@city.tsuyama.lg.jp 

 


